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（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 訓 令 は 、夜 間 、休 日 等 に お け る 突 発 事 案 に 対 す る 初 動 措 置 体 制 を 早 期 に 確 立 す る た め 、

職 員 の 待 機 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 訓 令 の 用 語 の 定 義 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) 「 待 機 」 と は 、 自 宅 に お い て い つ で も 呼 出 し に 応 じ ら れ る 状 態 に あ る こ と を い う 。  

(２ ) 前 号 に 規 定 す る ほ か は 、千 葉 県 警 察 の 文 書 に 関 す る 訓 令（ 平 成 20年 本 部 訓 令 第 22号 ）第 ２

条 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 待 機 ）  

第 ３ 条  所 属 長 は 、正 規 の 勤 務 時 間 以 外 の 時 間 並 び に 千 葉 県 の 休 日 に 関 す る 条 例（ 平 成 元 年 千 葉 県

条 例 第 １ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 休 日 に 所 属 の 職 員 を 待 機 さ せ る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 待 機 さ せ る こ と の で き る 所 属 及 び 人 員 は 、 別 表 の と お り と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 待 機 さ せ る こ と の で き る 職 員 は 、警 部 以 下 の 階 級 に あ る 警 察 官 と し 、と く

に 必 要 が あ る 場 合 は 、 こ れ に 相 当 す る 一 般 職 員 を 待 機 さ せ る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 待 機 員 の 服 務 ）  

第 ４ 条  待 機 を 命 じ ら れ た 職 員 （ 以 下 「 待 機 員 」 と い う 。 ） は 、 待 機 中 い つ で も 招 集 に 応 じ ら れ 、

か つ 、 直 ち に 職 務 に 服 す る こ と が で き る よ う 心 が け な け れ ば な ら な い 。  

（ 待 機 の 種 別 及 び 時 間 ）  

第 ５ 条  待 機 は 、 第 １ 待 機 及 び 第 ２ 待 機 の ２ 種 類 と す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 待 機 種 別 ご と の 待 機 時 間 は 、次 の と お り と す る 。た だ し 、通 常 の 勤 務 場 所 に 出

勤 す る た め の 所 要 時 間 は 除 く も の と す る 。  

(１ ) 第 １ 待 機  

午 後 ５ 時 15分 か ら 翌 日 の 午 前 ８ 時 30分 ま で  

(２ ) 第 ２ 待 機  

午 前 ８ 時 30分 か ら 午 後 ５ 時 15分 ま で  

（ 待 機 員 の 指 定 ）  

第 ６ 条  所 属 長 は 、毎 月 25日 ま で に 翌 月 の 待 機 員 を 指 定 し 、待 機 員 指 定 簿（ 別 記 様 式 ）に よ り 当 該

職 員 に 示 達 す る も の と す る 。  

２  所 属 長 は 、前 項 の 待 機 員 の 指 定 に 当 た つ て は 、原 則 と し て 同 一 職 員 を 連 続 し て 待 機 さ せ る こ と

の な い よ う に し 、か つ 、同 一 職 員 に つ い て ６ 日 に １ 回 の 周 期 を 下 回 ら な い 範 囲 と し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 待 機 の 免 除 者 ）  

第 ７ 条  次 に 掲 げ る 職 員 は 、 待 機 員 の 指 定 対 象 か ら 除 く も の と す る 。  

(１ ) 千 葉 県 警 察 職 員 の 勤 務 時 間 等 に 関 す る 訓 令（ 平 成 ４ 年 本 部 訓 令 第 23号 ）第 ２ 条 に 規 定 す る

交 替 制 勤 務 に 従 事 し て い る 者 。た だ し 、所 属 長 が 必 要 と 認 め て 指 定 す る 場 合 は こ の 限 り で な い 。 

(２ ) そ の 他 所 属 長 が 待 機 の 対 象 か ら 除 く こ と が 適 当 で あ る と 認 め た 者  

（ 待 機 の 変 更 ）  

第 ８ 条  所 属 長 は 、待 機 員 が 病 気 そ の 他 の 理 由 に よ り 待 機 の 変 更 を 申 し 出 た と き は 、指 定 を 変 更 す

る も の と す る 。  



２  所 属 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 待 機 員 を 変 更 し た と き は 、代 替 要 員 を 指 定 し 、待 機 人 員 の 確 保 に

努 め る も の と す る 。  

（ 所 属 内 規 の 制 定 ）  

第 ９ 条  所 属 長 は 、 こ の 訓 令 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と が で き る 。  

 

以 下 別 表 等 省 略  


